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　法 学 会 記 事　

　◇　公法研究会（修士論文報告会）

会　　場　10号館 2階第一大会議室
日　　時　2026年 1月 21日（水）13時 00分より
報 告 者　糸数　隆弘氏（名城大学大学院法学研究科修士課程）
報告題目　「ギャンブル性所得における「営利を目的とする継続的

行為」の意義について」

報 告 者　竹山　魁氏（名城大学法学研究科修士課程）
報告題目　「学資金非課税の意義および範囲」

報 告 者　藤本　悠太氏（名城大学法学研究科修士課程）
報告題目　「法人税法 22条の 2の解釈についての一考察」

―― 「目的物の引渡し又は役務の提供の日」についての
　　 検討を中心として ――

報 告 者　増田　真子氏（名城大学法学研究科修士課程）
報告題目　「相続税と所得税の二重課税について」

所得税法 9条 1項 17号の解釈・適用に関する判決の検討

　◇　法学会講演会

会　　場　共通講義棟北　N-304講義室
日　　時　2025年 5月 14日（水）13時 10分より
講　　師　須崎　彰子氏（元国連職員）
講演題目　「13年間のシリア紛争が残した課題」
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　　　◇名城大学法学会規約

（名称）
第 1条　本会は、名城大学法学会と称する。
（事務所）
第 2条　本会の事務所は、名城大学法学部事務室に置く。
（目的）
第 3条　本会は、会員の法学研究の向上をはかり、もってわが国法学研

究の発展に寄与することを目的とする。
（事業）
第 4条　本会は、その目的を達するために下記の事業を行う。
紀要「名城法学」・研究選書等の刊行
定例研究会の開催
学術講演会の開催
会員の研究の充実及び勉学の向上に必要な事業
その他必要な事業
（会員）
第 5条
①　本会は、普通会員、賛助会員により組織される。
②　本学法学部専任教員（法律学・政治学・経済学担当）及び本学法学部・
法学研究科学生を普通会員とする。
③　普通会員は、別表の定めるところにより、会費を納めるものとする。
④　次に掲げる者で別表の定める会費を納めた者を賛助会員とする。

1．本学法学部特任・契約教員（法律学・政治学担当）
2．本学法学部卒業生・法学研究科修了生
3．本会の趣旨に賛同し、理事会の承認を経た者

（役員）
第 6条　　本会は、次の役員を置く。
会　長　 1人
理　事　若干人
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監　事　若干人
（役員の選任及び任期）
第 7条
①　会長は、法学部長をもって充てる。
②　役員は、評議員の中から会長が指名し、評議員会の承認を得る。
③　役員の任期は 2年とし、再任を妨げない。
（役員の任務）
第 8条
①　会長は、会務を統括し、会議の議長となり本会を代表する。
②　会長及び理事ならびに監事は理事会を組織する。
③　理事には、編集、会計及び庶務の担当を設ける。
④　監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。
（評議員会）
第 9条
①　評議員会は、毎年 1回以上開く。
②　評議員は、教員の普通会員をもって充て、評議員会を組織し、本会の
最高の意思を決する。
（議決）
第10条　評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立し、その議事

は出席評議員の過半数をもって決する。
（議事）
第11条　評議員会は、次の事項を議決する。
予算、決算に関する事項
事業計画に関する事項
規約改正に関する事項
その他、理事会が必要と認める事項
（事務処理）
第12条　本会の事務は、法学部事務室でこれを行う。
（規約の改正）
第13条　本規約を改正するには、評議員会において出席評議員の 3分の 2
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以上の賛成を得なければならない。
（会計年度）
第14条　本会の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終

わるものとする。
（内規）
第15条　この規約の施行に関し必要な事項は、内規でこれを定める。

別　表 （第 6条関係）
会員の種類	 　　入会金	 会費（年額）
普通会員（教員）　5,000円　　10,000円
普通会員（学生）　5,000円　　 7,000円
賛助会員	 　　5,000円　　10,000円

　　　附　則
　　この規約は昭和 25年 6月 25日から施行する。
　　　附　則
　　この規約は平成 2年 4月 26日から施行する。
　　　附　則
　①　この規約は平成 11年 3月 11日から施行する。
　②　教員の年会費は平成 11年度より学生会員の入会金及び年会費は平

成 12年度から実施する。
　　　附　則
　　この規約は平成 15年 4月 24日から施行する。
　　　附　則
　　この規約は平成 23年 11月 10日から施行する。
　　　附　則
　　この規約は令和 4年 5月 26日から施行する。
　　　附　則
　　この規約は令和 5年 4月 1日から施行する。
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　　　附　則
　令和 4年改正前 5条 2号の定めにより名誉会員となった者の資格に関

しては、なお従前の通りとする。
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